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第20講　クレーム解釈論－有効性維持の原則

第１　はじめに
クレーム解釈においては、対象となる特許の有効性を維持できるように解釈すべきであるとす
る有効性維持の原則が適用される。これは、前２講で説明したとおり、クレーム解釈において
は、明細書の記載、出願経過が参酌されるが、それでもなお、クレーム解釈が一義的に決まら
ず、複数のクレーム解釈が可能な場合、有効性維持の原則により、有効性が維持できないクレー
ム解釈は除外されるというものである。

クレームは、新規性、進歩性（特許法第29条１、２項）、実可能要件、サポート要件（特許第
36条４項、６項１号）等の特許要件を具備するように記載され、これらの点を審査されて登録に
至るのであり、有効性が維持されないようなクレーム解釈は除外されるのは、当然の事理である
と理解される。

米国においても、クレーム解釈における有効性維持の原則は、古くから認められる尊ぶべき法
理であるとされている。１　

クレーム解釈における有効性維持の原則において、注意すべきことは、通常のクレーム解釈、
つまり、前２講で説明した解釈手法によっても、なお、複数のクレーム解釈が可能な場合に、有
効性維持の観点から、対象となる特許の有効性を維持できないクレーム解釈が排除されるという
ことである。つまり、有効性維持の原則により、通常のクレーム解釈を変容して、本来無効とさ
れるべき特許を有効とするのではなく、あくまで、通常のクレーム解釈によった場合に、複数可
能な解釈の内、有効性を維持できないクレーム解釈を除外するものである。

近時、学説上、キルビー事件最高裁判決２以降は、クレーム解釈に公知技術除外説を用いるべ
きではないとする見解が有力に唱えれている３。

しかし、注意すべきは、ここで否定されるべきであると主張されている公知技術除外説の射程
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